
農林水産物の輸出促進
農林水産物・食品の輸出促進に向けて、販路創出・拡大への支援や

産地づくり、検疫条件整備、知的財産権対策等を総合的に展開。

６５６（３９８）百万円

１ ポイント

農林水産物・食品の輸出に当たっては、新たな販路の確立や産地づくり、検

疫条件等やブランドの確立・保護等、多くの課題に対応していくことが必要。

このため、海外での通年型販売促進、農産物・加工食品の生産面の支援、検

疫条件整備や知的財産権対策等を含め、輸出促進に向けた総合的対策を展開。

（１）農林水産物海外販路確立対策事業 ２７３（０）百万円

現地高級百貨店等における通年型の販売活動、現地料理店等を活用したＰ

Ｒ活動、産品ごとの生産者と商社の間等の連携による多様な輸出事例の定着

化、輸送コストの低減に向けた流通ルートの共同化等を支援。

（２）地域産品輸出促進対策

（強い農業づくり交付金 ４７，００９(０）百万円の内数）

農林水産物・食品の輸出の拡大に向けて、地域レベルにおける取組の活性

化を図るため、国産の高品質な産品を生産する生産者等が行う、展示・商談

会、テスト輸出等の輸出促進活動を支援。

（３）売れる米づくり等推進米消費拡大事業のうち

輸出促進型米消費拡大事業 １２１（１０４）百万円

売れる米づくり推進のために生産者団体が主体的に実施する、日本米の輸

出可能性の調査、輸出先国での日本型食生活の良さを織り込んだ日本米の紹

介等の販売促進活動を支援。

（４）地域食料産業等再生のための研究開発等支援事業のうち

食品産業と生産者の連携強化のための技術開発 ３７５(０）百万円の内数

地域における食品産業の活性化のため、産学官連携を通じ、民間企業等に

よる国産農産物の機能性を利用した加工食品の創出、食品の輸出のための技

術開発等を支援。

（５）食料産業クラスター推進事業のうち

食料産業クラスター促進技術対策費 ７２(５７）百万円の内数

地域における産業ニ－ズ・技術シ－ズを有する者の連携による食品産業分

野の共同研究開発促進のための場づくりや、技術開発成果の知的財産化等の

ための人材育成を実施。
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（６）重要病害虫特別防除等対策

（食の安全・安心確保交付金 ２，７４２（０）百万円の内数）

輸出相手国が、病害虫が我が国に発生していることを理由に、農産物の輸

入を禁止している場合があり、この農産物の輸入解禁要請を相手国に要求す

るにあたり必要なデータ収集を実施。

（７）競争力強化生産総合対策

強い農業づくり交付金 ４７，００９（０）百万円の内数

その他 ４，５７６（０）百万円の内数

海外を含めて農産物の販路を積極的に拡大し生産から流通までの一貫した

産地体制の構築をしようとする産地に対して、①海外も含めた消費者、実需

者ニーズに対応した農産品の開発、生産、出荷、②高品質化、低コスト化等

の推進に必要な新技術や新品種の導入、③海外の残留農薬基準や植物検疫に

対する栽培技術の実証等を推進するとともに集出荷施設、鮮度保持施設等の

共同利用施設の整備を支援。

（８）育成者権戦略的取得・活用支援事業 １１（０）百万円

我が国で育成された新品種が無断で海外に持ち出され生産されるなど権利

侵害が発生していることに対応し、我が国の育成者が海外各国の保護対象植

物の拡大等に合わせて、権利取得するとともに権利を適切に行使できるよう、

権利侵害対策マニュアルの作成や官民合同ミッションの派遣等を実施。

※（２）（４）（５）（６）（７）の計数は、予算額の合計に含まない。

２ 事業実施主体

(1)民 間 団 体 (2)地 方 公共 団体 (3)生 産 者 団体

(4)民 間 団 体等 (5)民 間 団体 (6)地 方 公 共団体

(7)地 方 公 共団体、生産者団体 (8)民 間 団 体

３ 補助率

(1)(委 託 ) (2)定 額 (3)定 額

(4)1/2(一 部 2/3)、 定 額 (5)定 額

(6)定 額 (7)定 額 (8)(委 託 )

［担当窓口課：大臣官房国際部貿易関税課（０３－３５０２－３４０８(直))］
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農林水産物の輸出促進に向けた総合的支援体制の確立 

 

 
販路創出・拡大への支援 

 
 
戦略的なＰＲ・商談活動の場を

生産者等へ提供[新規・継続] 

 
 
海外市場の調査・分析､国内セミ

ナー等を通じた情報提供等[継続] 

ＰＲ・商談活動

調査・情報提供 

 
 
現地高級百貨店等における継続的 
販売活動、現地料理店を活用したＰ 
Ｒ活動等を支援[新規] 

海外での通年型販売促進 

 
 
産品ごとに生産者と商社の間等の 
連携による輸出事例構築を支援[拡充] 

多様な輸出成功事例づくり 

 
 
米輸出の本格実施に向けて、東アジ

アへの日本米の紹介等販売促進活動

を支援[拡充] 

米輸出促進対策 

 
 
 
 
 
海外のニーズに対 
応した農産物の新技 
術・新品種の導入等 
[新規] 
 
 
 
 輸出促進に向けた 
加工食品の創出や技 
術開発[新規] 
 
 
 
 
 品目の特性に応じ 
た輸出促進方策の調 
査・分析等[継続] 

生産面での 
支援 

産地づくりへの支援

食品産業輸出対策 

各品目への支援 

   
 
輸出相手国の要求 
に即した検疫条件の 
整備[新規・拡充] 
 

円滑な輸出 
体制づくり 

   
新品種の育成者

権、商標権等の海

外での行使、日本

産ブランドの保護 
[新規・拡充] 
 

知的財産権・ 
ブランド対策 

   
輸送コストの

低減に向けた流

通ルートの共同

化、コンテナへの

混載等の促進[新
規] 

流通効率化対策 

 
 
 
 

 

 

 

・台湾向け りんご 

   ３億円 → ４０億円 (13.3倍) 

・台湾向け ながいも 

  ２億円 → １４億円 ( 7.0倍) 

・香港向け いちご 

４００万円 →１４００万円( 3.5倍)

・中国向け 丸太 

５００万円 →１．１億円(22.0倍)

・香港向け ホタテ 

１４億円 → ３４億円 ( 2.4倍) 

高級ブランドとし

ての国産農林水産

物の輸出拡大の好

機 

農林水産物の輸出の 
推移（Ｈ１１→Ｈ１５） ○ アジア諸国の経済

発展・高所得層の増

加 
○ 日本食ブーム・ 
中国等の贈答習慣 

背     景 
 
 

（単位：米国ドル）

中国２．１４倍(510→1,090) 

韓国１．５１倍(8,270→12,500) 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ１．２０倍(17,860→

21,520) 

台湾１．１７倍(10,710→12,540 )

1人当たりＧＤＰの 
推移（Ｈ５→Ｈ１５） 



知的財産権の活用推進、人材・技術等の資源の有効活用によ

る産地ブランドの確立

我が国の農業・食品産業の国際競争力の強化を図るため、農業・食

品産業の密接な連携の下、付加価値の高い商品開発の推進から新品種

等の知的財産権の保護に至るまで、産地ブランドの強化策を一体的に

推進。

９００（４６０）百万円

１．ポイント

我が国の農産物・農産物加工品の競争力強化のためには、農業・食品産業が

連携しつつ、高い技術力を活用して消費者ニーズを充足する商品を開発し、産

地ブランドの強化を図ることが課題。

このため、地域における食料産業クラスターの形成（食品産業・農業・関連

業種による連携構築（ネットワークづくり ）を支援し、地域の農産物を活用）

した高付加価値商品の創出による産地ブランドの確立を推進。

２．主な事業内容

（１）産地ブランドの生成のための技術開発支援 ３７５（２３４）百万円

食品産業と生産者の連携強化を図り、産地ブランドを生成するため、民間企

業等に対して幅広く提案公募を行い、国産農産物の機能性を利用した加工食品

の創出等の実用化のための技術開発を支援。

（２）産地ブランドの確立のための食料産業クラスターの形成等

（強い農業づくり交付金）

その他 ４９４（２０６）百万円

・ 地域の技術、人材等の産地ブランドの確立に必要な資源を効率的に活用す

るため食料産業クラスターの形成を支援するとともに、地域食品の規格化、

知財的要素の保護等を支援し、産地ブランドの育成・確立を推進（食料産業

クラスターの形成については、クラスター施策に関係する府省と連携して推

進 。）

・ 多様な消費者・実需者ニーズに対応するため、産地に適合する新品種の導

入や農畜産物の高品質・高付加価値化のための生産システムの導入等を推

進。
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（３）産地ブランドの保持のための新品種等の権利保護

３１（２０）百万円

新品種を核とした産地振興を支援し、我が国農林水産業の競争力の強化を図

、 「 （ ）」るため 国内外の権利侵害情報の収集・提供等を行う 品種保護Ｇメン 仮称

の設置（ 独）種苗管理センター運営費交付金の内数 、ＤＮＡ品種識別技術（ ）

の実用化促進や海外における我が国育成品種の権利侵害への対応マニュアルの

作成等を実施。

３．事業実施主体

地方公共団体、民間団体等

※強い農業づくり交付金等、交付金の係数は、予算額の合計に含まない。

［担当窓口課：総合食料局流通課（０３－３５０２－８２３６（直 ］））

知的財産権の活用推進、人材・技術の有効活用等による産地ブランドの確立知的財産権の活用推進、人材・技術の有効活用等による産地ブランドの確立

一体として推進

新品種・技術開発支援

○ 国内産農産物を利用し
た加工食品の創出等の実
用化のための技術開発
（民間等からの提案公募型）

○ 国内産農産物を利用し
た加工食品の創出等の実
用化のための技術開発
（民間等からの提案公募型）

商品化・事業化の支援

○ 食料産業クラスターの形成
及び農業と食品産業との連携
による販路開拓

○ 産地による新品種の導入、
高品質化等のための生産シ
ステム導入

○ 食料産業クラスターの形成
及び農業と食品産業との連携
による販路開拓

○ 産地による新品種の導入、
高品質化等のための生産シ
ステム導入

産地ブランドの維持・発展の支援

○ 国内外の新品種権利侵害
情報の収集・提供及び海外に
おける新品種権利侵害への
対応マニュアル作成

○ 地域食品の規格化、知財的
要素の保護等を支援し、産地
ブランドの育成・確立を推進

○ 国内外の新品種権利侵害
情報の収集・提供及び海外に
おける新品種権利侵害への
対応マニュアル作成

○ 地域食品の規格化、知財的
要素の保護等を支援し、産地
ブランドの育成・確立を推進

生生 成成 形形 成成 確確 立立

ＷＴＯ下の輸入
農産物の増加

ＷＴＯ下の輸入
農産物の増加

地域の農業・食品産業が連携の下、
消費者ニーズを充たす商品を開発
し、産地ブランドの確立が必要

地域の農業・食品産業が連携の下、
消費者ニーズを充たす商品を開発
し、産地ブランドの確立が必要

確立できない場合、
地域活性化の核であ
る農業・食品産業の基
盤が消滅

確立できない場合、確立できない場合、
地域活性化の核であ地域活性化の核であ
る農業・食品産業の基る農業・食品産業の基
盤が消滅盤が消滅

産地ブランドの確立の過程産地ブランドの確立の過程
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国際競争に打ち勝つ新技術の開発と成果普及の推進
食料産業の国際競争力の強化、地域における活性化、今後の発展基盤

の強化及び食の安全・安心の確保に研究を重点化するとともに、農林水

産分野の新たな産業創出や緊急課題への対応等などの現場に密着した試

験研究を一層推進するため競争的研究資金を拡充。

１７，２８３（１２，００６）百万円

１ ポイント

（１）食料産業の国際競争力の強化

① 生産性の高い地域輪作システムをモデル的に構築する事業

１４７（０）百万円

大規模な畑作、水田作における生産性の高い地域輪作システムの導入のた

め、輪作体系における労働時間や生産費の低減を目指し、モデル事業の枠組

みの中で、技術開発、普及・啓発を一体的に実施。

・麦・大豆の耕起栽培では降雨の影響を受け
　やすく、適期播種が困難
・麦の収穫作業と大豆の播種作業が競合
・規模拡大のためには水稲春作業の省力化　
　が必要　

・担い手の大幅な減少に対応する規模拡大　
　が急務
・馬鈴しょの収穫作業と麦の播種作業の競合
　が規模拡大を阻害
・省力化が進んだ小麦に作付が偏り、輪作体
　系に乱れ

問題点 問題点

北海道畑輪作 水田輪作

　

技術開発の推進

・畦には柔らかい土壌、畦間部分には硬
　い土壌を仕分ける技術

・高品質化と収量向上に貢献

・収穫作業効率化により、小麦播種作業
　との競合が緩和

○馬鈴しょのソイルコンディショニング
　 技術

　

技術開発の推進

○ディスク駆動式汎用播種機による　
　 不耕起栽培技術

・耕起、代かき（水稲）、畦立て（大豆）
　を省略する栽培技術
・１台の播種機で稲・麦、大豆に対応可
　能
・降雨後でも効率的に播種できるため、
　適期の播種が可能
・また、労働時間を大幅に削減（約３割）
　でき、規模拡大が可能
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新鮮でおいしい「ブランド・ニッポン」農産物提供のための総合研究②

１，０８８（１，０９６）百万円

－施設野菜の高品質・周年安定生産技術の開発－

高リコペントマト等について、その特性を十分発揮させつつ生産性の向上

を図るため、高軒高施設において、夏季高温の克服など施設内環境を適切に

制御する技術の開発、施設内空間の高度利用技術の開発等を新たに実施。

（２）地域における食料産業の活性化

① ウナギ及びイセエビの種苗生産技術の開発 ２００（０）百万円

－幼生の生残率決定要因の解明と安定的飼育技術の開発－

種苗の安定確保が困難であるウナギ及びイセエビの種苗を安定的に生産す

るために不可欠な、ウナギ良質卵の生産技術の開発、ウナギ及びイセエビの

幼生を正常に育成するための飼料・環境条件の解明及び最適化技術を開発。

② 農林水産バイオリサイクル研究 １，４００（１，２６０）百万円

－畜産臭気の低減と家畜排せつ物の利用のための技術開発等－

家畜排せつ物の有効利用及び畜産業の持続的な発展を確保するため、畜産

臭気の低減技術及び液肥（メタン発酵残さ液）の有効利用技術等を開発する

とともに、バイオマスの地域循環システムの実用化を促進するため、地域モ

デルの構築及び実証に関する取組を強化。

（３）食の安全・安心の確保

① 安全・安心な畜産物生産技術の開発 １５０（０）百万円

－抗生物質に依存しない減投薬飼養管理システムの構築－

抗菌性飼料添加物及び動物用医薬品の使用量を低減させる減投薬飼養管理

システムの構築に向けて、抗菌性飼料添加物に頼らない畜産物生産技術を開

発するとともに、動物用医薬品使用量低減のための畜産物生産技術を開発。

抗菌性飼料添加物に
頼らない畜産物生産技術

動物用医薬品使用量低減の
ための畜産物生産技術

乳
量

従来技術

出産後日数

出産

高ピーク泌乳

疾病発生の多い期間

改善目標

高ピークを抑
え疾病を防止

抗酸化成分等の高い

飼料作物の開発

低ピーク・高持続型
泌乳管理システム

乳酸菌を利用した発酵

リキッドフィーデング

○アントシアニン高含有

トウモロコシ ＜牛＞

○カテキン高含有茶殻

残さサイレージ＜牛＞

（液状化飼料）＜豚＞

ドラッグデリバリーシステム
（薬剤運搬システム）

標的部位で効率的
に薬剤を放出

膜

標的細胞

薬剤
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② 牛海綿状脳症(ＢＳＥ)及び人獣共通感染症の制圧のための技術開発

８７５（８６１）百万円

－人獣共通感染症の制圧に向けた疾病監視システムの構築－

主な人獣共通感染症について、媒介動物と家畜での病原体の感染・増殖・

排出メカニズムの解析と発病との関連の解明、スクリーニングを可能とする

ＥＬＩＳＡ法（酵素免疫測定法）等の簡易・迅速診断法を開発。

（４）今後の食料産業の発展基盤の強化

○ ゲノム育種による効率的品種育成技術の開発 １，５８０（０）百万円

－食料供給力向上のためのグリーンテクノ計画－

食料供給力の向上と新産業の創出に資するため、耐病性、多収性、耐冷性

などの量的形質に関する遺伝子（ＱＴＬ遺伝子）の単離の迅速化を行うとと

もに、ＱＴＬ遺伝子の集積や多数のＤＮＡマーカーの同時利用等による効率

的な育種法（ゲノム育種技術）を開発。

・イネ全ゲノム解読
・発現遺伝子データベース
（約３万種） 等

効
率
的
な
育
種
法
（
ゲ
ノ
ム
育
種
技
術
）
の
開
発

先導的なモデル系統
を短期間で作出

病害抵抗性

多様な品質 倒れにくい

これらを併せ持った
イネの作出

有用遺伝子
の機能解明

遺伝子間
ネットワーク
の機能解明

食料供給力向上のためのグリーンテクノ計画

成
果
の
応
用
・
実
用
化

イネ、ムギなどの豊富な遺伝資源

世界最高レベルの研究基盤

これまでの研究成果

・イネ全ゲノム解読
・発現遺伝子データベース
（約３万種） 等

効
率
的
な
育
種
法
（
ゲ
ノ
ム
育
種
技
術
）
の
開
発

先導的なモデル系統
を短期間で作出

病害抵抗性

多様な品質 倒れにくい

これらを併せ持った
イネの作出

有用遺伝子
の機能解明

遺伝子間
ネットワーク
の機能解明

食料供給力向上のためのグリーンテクノ計画

成
果
の
応
用
・
実
用
化

イネ、ムギなどの豊富な遺伝資源

世界最高レベルの研究基盤

これまでの研究成果
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（５）競争的研究資金の充実

① 生物系産業創出のための異分野融合研究支援事業

２，６７０（１，７６０）百万円

バイオ等生物系先端技術による新産業の創出のための産学官連携による異

分野融合研究や起業化を推進するための研究開発の拡充。

② 農林水産・食品分野における民間研究助成のうち

地域食料産業等再生のための研究開発等支援事業 ８７３（０）百万円

地域食料産業等の再生に資するため、食料産業等が直面する諸課題に対し

短期集中的な民間研究開発の支援を行う競争的研究資金の強化。

③ 先端技術を活用した農林水産研究高度化事業

３，８４６（３，０００）百万円

現場に密着した試験研究を一層推進するため、食品の安全・安心に関する

リスク管理等を強化する研究（リスク管理型研究 、他府省の基礎・基盤研）

究で生まれた技術等を農林水産分野に積極的に応用する研究（府省連携型研

究 年度途中で発生した緊急課題に対応して短期間で取り組む調査研究 緊）、 （

急課題即応型調査研究）を創設。

２ 事業実施主体

独立行政法人、大学、民間等

［ （ ）］担当(窓口)課：農林水産技術会議事務局総務課 ０３－３５９１－７９０２ 直
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農林水産分野の国際協力の推進

開発途上国の飢餓・貧困の解消及び持続可能な農林水産業の発展を

推進するとともに、国際農業交渉等における我が国主張の理解を促進。

５，２４６（５，４７９）百万円

１ ポイント

開発途上国の飢餓・貧困や地球的規模の環境問題の解決に資するため、資源

管理に関する基準・指標づくりや技術指導等により農林水産業の持続的な発展

を推進するとともに、国際農業交渉等における我が国主張の理解を促進するた

め、意見交換会の開催や食品安全に関する支援等を実施。

２ 事業内容

（１）地球的規模の問題に対する食料・農業・農村分野の貢献策に関する

基礎調査 ６３（０）百万円

極度の貧困や飢餓などの人道的問題や地球的規模の環境問題等に対処する

ため、食料・農業・農村分野の貢献策に関する基礎調査を実施。

（２） ６１（０）百万円アジア水田・水環境システム分析評価調査

アジアモンスーン地域における持続可能な農業農村開発に資するため、水

田農業の多面的な役割を活かした政策提案や水利用モデル計画を策定。

（３）アジア持続可能な森林経営モニタリング・評価・報告強化事業

６０（０）百万円

開発途上国の森林減少・劣化に対処するため、共通の基準・指標による持

続可能な森林経営をモニタリング・評価・報告する各国の取組を支援。

（４）国際資源環境対策事業のうち混獲等対策協力事業 ２２（０）百万円

近年、国際的な問題となっている海亀の混獲等に対処するため、開発途上

国に対する技術指導等を実施。

（５）日アセアン地域技術交流事業 ２８（０）百万円

我が国農業政策への理解促進とともに、協力ニーズを把握するため、アセ

アン各国の農業政策担当者と国際農業交渉等に関する意見交換等を実施。

（６）アジアにおける食品安全・動植物検疫関連支援事業 １４６（０）百万円

アジア地域において、動植物検疫及び食品の安全性確保に関する能力の向

上を図るため、ワークショップの開催、専門家の派遣等を実施。

［ ］担当(窓口)課：大臣官房国際部国際協力課 ０３－３５９１－４９１８(直)
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農林水産分野の情報化と電子政府の実現
ｅ-Japan戦略Ⅱに基づき 「食」の分野におけるＩＴ利活用の促進を、

図るため、情報利活用システムの開発・普及等を一体的に推進。

また、電子政府構築計画に基づき、国民の利便性の向上、行政運営の

。簡素化 効率化等を図るため 農林水産省における行政の情報化を推進、 、

８，２０３（６，３９０）百万円

１ ポイント

（１）ｅ 戦略Ⅱ（情報通信技術(ＩＴ)の先導的利活用７分野の１つとし-Japan
て「食」が明定）を踏まえ 「食」の分野におけるＩＴ利活用の促進を図る、

ため、情報利活用システムの開発・普及、農業経営のＩＴ化、農山漁村地

域における情報通信基盤の整備等を一体的に推進。

（２）また、電子政府構築計画に基づき、国民の利便性の向上と行政運営の簡

素化、効率化等を図るため、農林水産省における行政の情報化を推進。

２ 主な事業内容

（１ 「食」の分野におけるＩＴ利活用の促進等）

２，２６９（６３５）百万円

① ユビキタス食の安全・安心システムの確立

電子タグ（情報をやり取りする電子荷札）の普及等により、いつでも、

どこでも、誰でも簡単にコンピュータが使える「ユビキタスコンピューテ

ィング」技術が目覚しい進歩を遂げる中、こうした最先端の情報処理技術

を活用して情報の記録等の自動化・簡便化を進め、リスク管理の強化や消

費者が簡単に入手できる安全・安心情報の充実等を図る食の安全・安心シ

ステムを開発するとともに、これらのシステムを導入するモデル地区を整

備。また、こうした取組をモデル事業・政策群を活用して推進し、生産・

流通の効率化や、消費者と生産者の間の「顔の見える関係づくり」にも貢

献。＜モデル事業＞

② 食品のトレーサビリティシステムの普及

すべての食品（牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別

措置法の対象を除く ）を対象に、各食品の特性を踏まえたトレーサビリ。

ティシステム（生産流通履歴情報把握システム）の導入のために必要なデ

ータベースの構築、情報関連機器や分析機器の整備（食の安全・安心確保

交付金）等を推進。

③ 農業経営のＩＴ化

意欲ある農業者がインターネットを活用した双方向での営農情報の受発

信等が行えるシステムを開発するとともに、高度な技術情報をデータベー

ス化し農業者等に提供することにより、農業経営のＩＴ化等を推進。
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④ 農山漁村の振興に資する情報基盤整備の推進

都市地域と農山漁村地域の情報格差を是正し、振興を図るため、ｅ－む

らづくり計画（農山漁村の情報化のための基本方針）に基づき、高速イン

ターネットが利用可能なケーブルテレビ施設等の情報通信基盤の整備を推

進（元気な地域づくり交付金、強い水産業づくり交付金 。）

（２）電子政府の構築等 ５，９３４（５，７５５）百万円

① 国民の利便性・サービスの向上

農林水産省ホームページについて、高齢者・障害者対応を推進。

② ＩＴ化に対応した業務改革

電子政府構築計画に基づき、予算効率の高い簡素な政府を実現するた

め、食糧関係業務及び国有林野関係業務に関する旧式（レガシー）シス

テムの最適化を実施＜モデル事業＞するとともに、農林水産省ＬＡＮシ

ステム等の最適化計画を策定。

更に、業務・システムの最適化等を支援する外部専門家の活用を図る

ほか、情報セキュリティ対策を充実・強化。

③ 公共分野における情報化の推進

、全国レベルで整備されている農地関連地理情報の一元的な管理を図り

都道府県等関係機関への情報提供を推進。

また、行政と地域住民が山地災害の情報を相互に伝達できる体制を整

備（森林づくり交付金 。）

[担当窓口課：大臣官房情報課（０３－３５０１－３７７８（直 ］））

医療

ｅ-Japan戦略と電子政府構築計画

人材育成と教育・学習の振興

電子商取引等の促進

ＩＴ利活用のための先導的取組（７分野）

行政サービス

重
点
政
策
５
分
野

行政の情報化行政の情報化公共分野における情報化

高度情報通信ネットワークの安全性と信頼性の確保

食 中小企業金融

知 就労・労働

【社会全体の情報化】 【電子政府の実現】

世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成

電子政府構築計画「ｅ-Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ」

目標：「利用者本位の行政サービスの提供」と

「予算効率の高い簡素な政府」の実現

計画期間：2003年度～2005年度

目標：ＩＴ利活用により「元気・安心・感動・便利」社会を目指す

（2003年７月ＣＩＯ連絡会議決定

2004年６月一部改定）

生活

2005年に世界最先端のIT国家となる

（2003年７月ＩＴ戦略本部決定）

①国民の利便性・サービスの向上

・ホームページ等の整備、充実

・ワンストップサービスの拡大

・オンライン利用向上のための環境整備 等

②ＩＴ化に対応した業務改革

・レガシー（旧式）システムの最適化の実施

・ＬＡＮシステムなど各府省に共通する業務・シス

テム等の最適化計画の策定、推進 等
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政策ニーズに即した統計調査の実施
農林水産業の構造改革、農業環境・資源保全政策、消費者重視の食

料供給・消費システムの確立に資する統計調査を的確に実施。

１３，２０９（１５，４５０）百万円

１ 構造改革の推進に資する経営・構造統計の着実な実施

（１）我が国農林業の生産構造及び就業構造等を把握するため、平成17年２月

に実施した2005年農林業センサスの結果について公表。

（２）農業経営政策の的確な推進に資するため、地域・営農類型別の農業経営

の実態について調査し、公表。

（３）漁業構造の変化を反映した標本設計により、漁業経営体の財産状況、収

支状況等の経営実態を把握。

２ 農業環境・資源保全政策の展開に即した統計の充実

（１）2005年農林業センサスとして、農業集落の集落機能やコミュニティ活動

等の実態を把握するため、農村集落調査を実施。

（２ 「地球温暖化対策推進大綱 「バイオマス・ニッポン総合戦略」等の的確） 」、

な推進に資するため、製材工場、木材チップ工場等を対象に、木質バイオ

マス（樹皮、おがくず、端材等）の未利用資源の発生量、利用状況等を把

握。

３ 消費者重視の食料供給・消費システムの確立に資する統計の実施

（１）食生活指針に基づく施策の展開に資するよう、家庭及び外食産業におけ

る食料消費・食品ロス、食品産業の食品廃棄物等のリサイクルの実態を把

握。

（２）食の安全・安心を確保するための施策の推進に資するよう、食品関連企

業を対象に、トレーサビリティシステムの実施･導入状況の実態及び運用上

の課題等を把握。

（３）流通の多様化や国際化に対応し、卸売市場流通のみならず市場外等の流

通実態を明らかにするため、青果物、水産物及び畜産物の主要品目ごとに

生産から小売に至る物流の全体像をローテーションで把握（17年度は畜産

物の調査を実施 。）
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４ 民間委託、ＩＴの活用等による統計業務の効率的実施

（１）農林水産統計の民間委託（アウトソーシング）を一層進めるため 「登録、

調査員調整管理システム（仮称 」を構築し、調査員の確保、適時に活用す）

、 。るための調整管理を行うとともに 調査の的確な実施のための研修を実施

（２）ＩＴの活用による業務・システムの最適化を図り、業務の一層の効率化

を図るため 「電子政府構築計画」に基づく農林水産省共同利用電子計算機、

システムの最適化計画の策定等を実施。

［担当窓口課：大臣官房統計部管理課（０３－３５０１－３７２４（直 ］））

新たな農林水産統計の展開方向新たな農林水産統計の展開方向

政
策
ニ
ー
ズ
に
即
し
、
か
つ
効
率
的
な
農
林
水
産
統
計

新たな農林水産統計

平成１７年度概算決定

○構造改革に資する経営・構造統計の着実
な実施

○消費者重視の食料供給・消費システムの
確立に資する統計の実施

○農業環境・資源保全施策の展開に即した
統計の充実

農
政
改
革
の
進
捗
に
対
応
し
た
農
林
水
産
統
計

○平成１５年１２月 国の行政組織等の
減量・効率化の推
進について

○平成１６年６月 基本方針（骨太）
2004 （閣議決定）

○平成１６年６月 与党から政府への
申し入れ

農林水産統計調査の見直し

その
第一歩
として

○民間委託等の活用による統計業務の効率
的実施

政策ニーズに即した必要な
調査を的確に実施

基本計画の見直しと併せ調
査をゼロベースで見直し

・ニーズが低下したものの廃止

・民間委託の推進

・簡素化、郵送・オンライン化

・利用実態に即して周期年化

○

○

○品目横断的政策への転換
○担い手・農地制度改革
○農業環境・資源保全政策の確立

食料・農業・農村基本計画の見直し

農政改革の推進

農政改革の進捗
○品目横断的政策への転換
○担い手・農地制度改革
○農業環境・資源保全政策の確立

食料・農業・農村基本計画の見直し

農政改革の推進

○品目横断的政策への転換
○担い手・農地制度改革
○農業環境・資源保全政策の確立

食料・農業・農村基本計画の見直し

農政改革の推進

農政改革の進捗
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「守り」から「攻め」の産地形成に向けた生産面での取組強化
産地における競争力強化に向けた「攻め」の取組を支援し、国産農

畜産物の力強い生産供給体制を確立。

強い農業づくり交付金 ４７，００９（０）百万円の内数

その他 ７，５８５（０）百万円

１ ポイント

、 、国産農畜産物のシェア奪回を図るため 消費者・実需者等のニ－ズに対応し

層の低コスト化、高付加価値化等競争力強化に向けた、担い手を中心とす一

産地における力強い生産供給体制を確立。る「攻め」の取組を支援し、

また、地方の自主性・裁量性を高める「交付金型」と、広域的、先進性・モ

デル性の特に高い取組を国が直接採択する仕組みを導入し、スピ－ド感を持っ

て効果的に取組を推進。

（１） 競争力強化に取り組む産地への重点的な支援

競争力強化に取り組む産地に支援を集中化し、

、① 多様な消費者・実需者ニーズに対応するための品質別出荷体制の整備

新品種の導入

② 高品質・高付加価値化を図るための品質分析機器等の整備

③ 飼料生産の外部化や、大規模直播栽培等省力化技術による生産コスト

の削減

④ ＤＮＡ解析技術等を活用した家畜改良や環境負荷低減技術を導入した

農業生産

等を推進。

（２） 加工・業務用分野における国産野菜等のシェア奪回

輸入の増加等による国産シェアの低下に的確に対応し、

① 輸入野菜にシェアを奪われている加工・業務用需要に対応した、野菜

の一次加工、パッケージング施設整備等への重点的な取組

② 畳表生産における生産者の組織化、作業の共同化等による国産畳表の

品質の高位平準化と供給の安定化

③ 国産果実の端境期需要に対応した園地転換、高品質果汁生産を行う設

備の導入等果汁生産の合理化

等を推進。

都道府県、市町村、農業者団体、民間団体 等２ 事業実施主体

１／２、１／３、定額 等３ 補助率

[担当窓口課：生産局総務課生産振興推進室（０３－３５９１－９７０７(直)）]



広域的、先進性・モデル性の特に高い取組への直接支援

　「強い農業」の確立に向け、生産サイドと消費サイドとの連携や
　産地・生産者間での連携のように都道府県域を越えた広域的な
　取組、先進性・モデル性の特に高い取組など、全国的視点にたって
　国が積極的に推進すべき重要な取組を直接交付により支援

産地・生産者が特定の実需者等の消費サイドと結びつくなど、農畜産物の
安定的な生産供給体制の確立を図るための広域的な連携を推進

産地・消費サイド広域連携パタ－ン

単独の産地・生産者では困難な、食品産業等の周年需要に対応するため
の産地・生産者間の連携等都道府県域を越えた広域的な取組を推進

産地間広域連携・広域的流通拠点整備パタ－ン

特に先進的で全国に実用化の事例がない初めての取組等による全国の
モデル産地を育成

高モデル性・先進性パタ－ン

事業実施主体

①事業計画申請

②事業採択・指導・評価

国

都道府県・市町村

連携

連携

直接支援の仕組み



～バイオマス関係予算の全体像～

バイオマスの収集・変換・利用システムの構築、利活用の高
度化等の促進
地球温暖化防止や循環型社会の構築等に向け、持続的に発展可能な
社会「バイオマス・ニッポン」の実現を強力に推進。

２７，７９７（２２，１７３）百万円

１ ポイント
バイオマス・ニッポン総合戦略に基づき、地域全体でのバイオマスの総合的
な利活用に関する取組や資源循環型コミュニティづくりを推進するため、次の
取組を総合的な対策として実施。

（１）バイオマスの環づくり交付金 １４，３８１（０）百万円
地域で発生・排出されるバイオマス資源を、その地域でエネルギー、工業原
料、材料、製品へ変換し、可能な限り循環利用する総合的利活用システムを構
築するため、関係者への理解の醸成、バイオマス利活用計画の策定、バイオマ
スの種類に応じた利活用対策、バイオマスの変換・利用施設等の一体的な整備
等、バイオマスタウンの実現に向けた地域の創意工夫を凝らした主体的な取組
を支援。

（２）バイオマスプラスチックの利用促進（モデル事業）
１，０３８（１，１６４）百万円

バイオマスプラスチックの利活用を促進するため、モデル事業の枠組みの中
で、複数年にわたり計画的に低コスト生産技術の実証、普及啓発、導入実証等
を１６年度に引き続き実施。

（３）地域での取組を円滑に推進するための条件整備
① 革新的な研究・技術開発の推進 １，９２９（１，８５９）百万円
バイオマスの地域循環利用システム化技術の研究開発、様々なバイオマス
のエネルギー化効率の向上、高付加価値な製品の生産等、バイオマスの利活
用の促進のための研究・技術開発を実施。

② バイオマス利活用の活性化に向けた取組への支援
１０，４４９（９，７７８）百万円

バイオマス利活用に関する調査・実証、情報収集・情報発信等の取組を支
援するとともに、地域の実状に応じたかたちでのバイオマス利活用の取組や
施設整備等を支援。

２ 事業実施主体
独立行政法人、民間団体、地方公共団体、ＰＦＩ事業者等

３ 補助率
（１）定額 （２） 以内等 （３）①定額等、② 以内等、 、1/2 1/2

［担当窓口課：大臣官房環境政策課資源循環室(０３－３５０２－８４６６(直))］
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農山漁村における「地域自ら考え行動する」取組の促進
農山漁村地域の再生に向けた地域の個性や創造力を活かした取組を

支援するとともに、都市と農山漁村の共生・対流や農山漁村の魅力の

向上を図るための施策を推進。

元気な地域づくり交付金 ４６，６０７（０）百万円の内数

森林づくり交付金 ４，４３１（０）百万円の内数

強い水産業づくり交付金 １５，２２８（０）百万円の内数

その他 ３３，９６８（３７，２７４）百万円

立ち上がる農山漁村・地域再生の推進

１ ポイント

地域の個性を活かした自発的・独創的な経営マインドにより、農林水産業を

核とした、地域経済の活性化と地域雇用の創造に向けた自律的な取組を支援。

２ 事業の概要

（１）森業・山業創出支援総合対策（新規） １５０（ ０）百万円

林業従事者等の所得機会を確保してその定着を図り、森林の整備・保全を

助長し、森林の有する多面的機能の持続的な発揮を図るため、異業種連携等

による森林資源を活用したツーリズム 特産物の開発など新たなビジネス 森、 （

業・山業）の創出を支援。

（２）農業参入促進基盤整備実証事業（公共 （新規） ４８（ ０）百万円）

農業参入する企業の能力を活用した基盤整備と、その後の農業経営の展開

過程において、官民が連携し、新たな担い手育成や整備コストの合理化等に

取り組む際の技術的課題等をモデル地区において調査・検討し、広くその知

見を普及。

３ 事業実施主体

（１）民間団体 （２）都道府県、民間団体

４ 補助率

１／２、定額

［ （ （ ））］担当窓口課：農村振興局農村政策課 ０３－３５９１－８６５１ 直

61



魅力ある農山漁村づくりの推進

１ ポイント

地域の創造力を活かした個性あるむらづくりを進め、美しい景観形成の観点

も含めた魅力ある農山漁村づくりを推進。

２ 事業の概要

（１）むらづくり交付金（公共） １０，０００（１０，０００）百万円

農林水産業の持続的発展と農山漁村の総合的な発展を図るため、農山漁村

における生活環境に関する整備を農業生産基盤の整備と併せて、総合的、一

体的に実施できる仕組みを構築するとともに、生活環境の整備に関する事業

主体としてＰＦＩ事業者を追加。

（２）漁村再生交付金（公共） ３，０００（０）百万円

地域の創意工夫を活かした漁村の再生を支援するため、地域が自ら客観的

な目標・指標を設定し、事業完了後に評価・公表を行う仕組みを導入するな

ど、国の関与を大幅に縮減し、効率的・効果的に事業を推進。

（３）美の田園復興 (元気な地域づくり交付金)

その他 ５０（０）百万円

農村景観を活かした農村地域の振興を図るため、良好な農村景観の再生・

保全に向けた地域住民等の活動や土地改良施設等の改修を支援し、その取組

や景観形成の技術を普及啓発するなどにより、美しい田園を復興。

３ 事業実施主体

市町村、ＰＦＩ事業者（生活環境整備に係る工種に限る）（１）

市町村、ＰＦＩ事業者（２）

市町村、土地改良区、農業協同組合、その他農業法人（３）

４ 補助率

各事業毎に定める補助率（１）

１／２等（２）

定額（３）

［ （ （ ））］担当窓口課：農村振興局農村整備課 ０３－３５０１－９９７９ 直
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都市と農山漁村の共生・対流の一層の推進

１ ポイント

「オーライ！ニッポン会議」や関係府省との連携を強化しつつ、ＮＰＯな

ど多様な取組主体による都市と農山漁村の交流を推進。

２ 事業の概要

（ ） （ ）１ グリーン・ツーリズムの総合的な推進 元気な地域づくり交付金

その他 （１７２）百万円１５６

都市部のＮＰＯ法人等が農山漁村地域と連携して行う農作業ボランティア

活動の企画・運営等に対して支援し、都市住民等の新たなニーズの取り込み

や多様な取組主体の育成を図り、グリーン・ツーリズムを推進。

（ ） （ ）２ 国民参加の森林づくり活動の推進 森林づくり交付金

その他 （１４４）百万円１３５

企業の社会貢献活動としての森林づくりをはじめとする森林ボランティア

活動への支援等を通じて「国民参加の森林づくり」を推進。

（ ） （ ）３ 漁村地域活性化推進対策 強い水産業づくり交付金
都市と漁村の共生・対流を図るため、漁村における受入体制の整備と交流

活動の促進・定着、漁業と海洋性レクリエーションの共存できる海面利用関

係の構築を図るための取組等を支援。

３ 事業実施主体

（１）都道府県、市町村、農業協同組合、民間団体、ＮＰＯ法人等

都道府県、市町村、民間団体等（２）

（３）都道府県、市町村、漁業協同組合等

４ 補助率

定額

［ （ （ ））］担当窓口課：農村振興局地域振興課 ０３－３５９２－６８１０ 直
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